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斎場整備について

No. ５

栃木市長　鈴木俊美

　市民の皆さん、こんにちは。今回は
斎場整備計画についてお話しします。
　栃木市の現在の斎場は、昭和 54 年
に建設されてから 33 年が経過し、建
物や設備がかなり老朽化してまいりま
した。
　また、火葬炉は５基しかなく、駐車
場も 30 台程度しか駐車できません。
合併によって人口も今や約 14 万 7 千
人、岩舟町との合併後は約 16 万 4 千
人となる栃木市にとって、現在の斎場
では、あまりにも小さすぎます。平
成 23 年度の火葬件数は、1 日平均約
6 件ですが、利用件数は増えることは
あっても減ることはありません。新生
栃木市にとっては、斎場整備は喫緊の
重要課題です。
　そこで、本年 7 月に市役所内に「斎

場整備室」を設置し、本
格的に斎場再整備の検討
に着手しました。平成 24
年度は、「斎場再整備基本構想及び基
本計画」を策定し、その上で、今後 5
年間を目途に、新斎場を建設して行き
たいと考えております。
　斎場は、ややもすると迷惑施設と捉
えられがちですが、現在の設備は煙が
出たり、臭いがするわけではなく、自
然の佇まいの中に静かに建っている様
は気高い感じすら与えます。決して迷
惑施設ではないと思います。
　人は必ず、いつかは亡くなります。
この世に生を受けて人生を全うし、最
後に黄泉の国に旅立って行きます。そ
のように市民が安心して旅立って行く
ことのできる人生終えんの場所を用意
することは栃木市の役目だと思いま
す。
　皆さまにおかれましては、どうかこ
の斎場再整備計画にご理解を頂き、ご
支援賜りますようお願いします。

　

第
19
回
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲
受
章
者
が
発
表
さ
れ
、
本

市
か
ら
次
の
方
が
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
、
心
か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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双
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と
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ざ
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ま
す

災
害
復
旧
費
補
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の

対
象
拡
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い
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７
月
17
日
に
市
内
で
発
生
し

た
突
風
に
よ
る
被
害
へ
の
補
助

金
の
対
象
を
拡
大
し
ま
す
。

　

な
お
、
被
害
を
受
け
た
個
人

の
方
で
、
申
請
さ
れ
て
い
な
い

方
は
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

◆
補
助
対
象　

①
市
内
に
住
所

を
有
す
る
個
人
が
所
有
す
る
住

宅
又
は
農
業
用
施
設
の
復
旧
費

用【
拡
大
内
容
】
②
市
内
に
事
業

所
を
有
し
て
事
業
を
営
む
者
が

所
有
す
る
事
業
所
、
店
舗
等
の

復
旧
費
用

※
①
②
と
も
に
10
万
円
以
上
の

復
旧
工
事
費
が
対
象
で
す
。

◆
補
助
率　

復
旧
費
用
の
２
分

の
１

◆
限
度
額　

10
万
円

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

①
工
事
の
明
細
書
又
は
見
積
書

の
写
し

②
工
事
を
行
う
住
宅
等
の
現
況

又
は
工
事
の
予
定
個
所
の
写
真

③
り
災
証
明
書
又
は
修
繕
証
明

書◆
受
付
期
間　

平
成
25
年
３
月

29
日
（
金
）
ま
で
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本
市
の
教
育
施
策
を
計
画
的

か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た

め
、「
栃
木
市
教
育
計
画
」
の

策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
の
教
育
行
政
が
目
指
す
基

本
的
な
方
向
性
及
び
５
年
間
の

教
育
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項

を
定
め
た
計
画
（
案
）
で
す
。

　

こ
の
計
画
（
案
）
に
対
す
る

皆
さ
ん
の
ご
意
見
・
ご
提
案
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

【
募
集
期
限
】
12
月
21
日(
金)

必
着

【
対
象
者
】
①
市
内
に
お
住
ま

い
の
方
②
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
、
法
人
等
③
市
内

在
勤
、
在
学
の
方
④
市
税
の
納

税
義
務
者
⑤
市
施
策
に
利
害
関

係
を
有
す
る
方

【
閲
覧
場
所
】
本
庁
教
育
総
務

課
（
別
館
２
階
）
▽
市
情
報
セ

ン
タ
ー
（
本
庁
舎
３
階
）
▽
栃

木
・
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺

尾
・
国
府
・
大
平
・
藤
岡
・
都

賀
・
西
方
の
各
公
民
館
及
び
教

育
支
所
▽
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

【
提
出
方
法
】
閲
覧
場
所
に
あ

る
提
出
用
紙
、
又
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
提
出
用
紙
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
、
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
直
接
提
出　

本
庁
教
育
総
務

課
（
別
館
２
階
）
▽
栃
木
・
大

宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国

府
・
大
平
・
藤
岡
・
都
賀
・
西

方
の
各
公
民
館
及
び
教
育
支
所

○
郵
送　

〒
３
２
８
‐
８
６
８
６

（
住
所
記
入
不
要
）
教
育
総
務

課
あ
て
○
Ｆ
Ａ
Ｘ
23
‐
７
０
５
９

○
メ
ー
ル kyoum

u02@
city.

tochigi.lg.jp

【
そ
の
他
】
提
出
さ
れ
た
意
見

等
は
、
内
容
を
整
理
の
上
、
後

日
公
表
し
ま
す
（
個
人
情
報
は

除
く
）。
な
お
、
個
別
の
ご
意

見
へ
の
回
答
は
し
ま
せ
ん
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果

市
総
合
計
画
基
本
構
想
（
素

案
）・
基
本
計
画
（
骨
子
案
）

市
行
政
改
革
大
綱
・

財
政
自
立
計
画
（
素
案
）

◇
意
見
の
提
出
状
況

・
３
人
（
14
件
）

◇
主
な
意
見
の
内
容　

・
基
本
構
想
の
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
に
つ
い
て

・
基
本
構
想
の
地
域
の
姿
に
つ

い
て

・
各
施
策
の
取
り
組
み
内
容
等

の
提
案
に
つ
い
て　
　
　
　

等

◇
市
の
考
え
方　

寄
せ
ら
れ
た

ご
意
見
等
の
内
容
を
踏
ま
え
、

栃
木
市
総
合
計
画
を
策
定
し
て

い
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

◇
閲
覧
場
所
等　

市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
総
合
政
策
課
、
及
び

各
総
合
支
所
地
域
ま
ち
づ
く
り

課◇
公
表
期
間　

12
月
20
日（
木
）

ま
で
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◇
意
見
の
提
出
状
況

・
２
人
（
12
件
）

◇
主
な
意
見
の
内
容

・
単
年
度
会
計
の
見
直
し

・
特
別
会
計
の
取
組
み

・
歳
出
の
抑
制
に
つ
い
て　

等

◇
市
の
考
え
方　

寄
せ
ら
れ
た

ご
意
見
等
の
内
容
を
踏
ま
え
、

行
政
改
革
大
綱
を
策
定
し
て
ま

い
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

◇
閲
覧
場
所
等　

市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー

（
総
務
課
）、
及
び
各
総
合
支
所

の
地
域
ま
ち
づ
く
り
課

◇
公
表
期
間　

12
月
20
日（
木
）

ま
で

 

総
務
課 

☎
21
‐
２
３
１
２

JR
大
平
下
駅
前
土
地
区
画
整
理

審
議
会
委
員
選
挙
人
名
簿
縦
覧

　

小
山
栃
木
都
市
計
画
事
業
Ｊ

Ｒ
大
平
下
駅
前
土
地
区
画
整
理

審
議
会
委
員
選
挙
（
平
成
25
年

１
月
27
日
（
日
）
執
行
）
の
選

挙
人
名
簿
を
縦
覧
し
ま
す
。

◇
縦
覧
期
間　

12
月
７
日（
金
）

～
20
日
（
木
）
８
時
30
分
～
17

時
15
分
（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

◇
縦
覧
場
所　

都
市
建
設
課

（
別
館
２
階
）

名
簿
の
登
載
者
は
、
Ｊ
Ｒ
大
平

下
駅
前
土
地
区
画
整
理
事
業
施

行
地
区
内
の
土
地
所
有
者
や
借

地
権
者
で
す
。

都
市
建
設
課
☎
43
‐
９
２
１
５

印
刷
機
１
台
と
寄
付
金

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

中
村
和
男
様
（
都
賀
町
）
か

ら
、市
民
活
動
推
進
の
た
め
に
、

印
刷
機
１
台
と
寄
付
金
で
合
わ

せ
て
１
０
０
万
円
相
当
の
寄
付

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
回
寄
贈
い
た
だ
い
た
印
刷

機
は
、
と
ち
ぎ
市
民
活
動
推
進

セ
ン
タ
ー
く
ら
ら
に
て
利
用
者

の
皆
さ
ん
の
た
め
、
寄
付
金
に

つ
い
て
は
「
市
民
協
働
ま
ち
づ

く
り
フ
ァ
ン
ド
」
の
財
源
と
し

中村さん（写真㊧）から寄付を
受け取る鈴木市長

栃
木
市
教
育
計
画
（
案
）

パ
ブ（

意

見

　

提

案

）

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集

・

て
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。地

域
ま
ち
づ
く
り
課

☎
21
‐
２
２
４
９

建
物
の
新
築
・
増
築
・

滅
失
連
絡
の
お
願
い

　

固
定
資
産
税
や
都
市
計
画
税

は
、
毎
年
１
月
１
日
を
基
準
日

と
し
て
、
課
税
し
て
い
ま
す
。

平
成
24
年
中
に
建
物
を
新
築
・

増
築
・
滅
失
（
取
り
壊
し
）
を

し
た
場
合
に
は
、
平
成
25
年
度

の
税
額
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
建
物
の
不
動
産
登
記
を

変
更
し
て
い
な
い
場
合
や
不
動

産
登
記
を
し
て
い
な
い
建
物
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
所
在

す
る
地
域
の
資
産
税
担
当
へ
連

絡
く
だ
さ
い
。
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☎
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‐
１
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０
１

地
域
ま
ち
づ
く
り
課

　
　
　
　
　

  

☎
92
‐
０
３
０
５


